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Ⅰ．はじめに 

 

 私ども東京中小企業家同友会は１９５７年設立以来、自助努力による企業の持続的発展

と、中小企業を取り巻く経営環境の改善を求めて活動して参りました。その一環として

1974 年以降、政策提言と予算要望を東京都並びに都議会各党にお伝えし、その実現と相互

理解に努めて参りました。特に昨年年は新しい都知事を迎え、都議会各党も新たなスタート

を切られました。私どもは改めて中小企業・小規模企業基本法の制定を掲げておりますが、

これは政治や行政への要望である以上に、「なりわい」である自らの事業が実は都市の基盤

を支える社会のインフラなのだという誇りを互いに確認したいという願望なのだとご理解頂

きたのです。最後に 2020 年オリンピックを迎えるに当たり、肥大化する世界の祭典を世界

中いかなる都市でも開催可能なコンパクトな祭典へと大きく舵を切るエポックとなり、東京

がオリンピック史の新たなレガシーとなることを都民の一員として祈念しております。 

 

Ⅱ．東京中小企業家同友会の概要 

東京およびその近県で事業を営む中小企業経営者ならびに経営幹部・後継者が加盟する自主

的・民主的組織であり、次の 3 点を活動目的としています。 

・同友会は広く会員の経験と知識を交流して企業の自主的近代化と強じんな経営体質をつくるこ

とをめざします。 

・同友会は、中小企業家が自主的な努力によって、相互に資質を高め、知識を吸収し、これからの

経営者に要求される総合的な能力を身につけることを目指します。 

・同友会は、ほかの中小企業団体とも連携して、中小企業を取り巻く社会的、経済的、政治的な環

境を改善し、中小企業の経営を守り安定させ、日本経済の自主的で平和的な繁栄を目指します。 

 

設立 1957 年 会員数 2163 名 平均従業員数 42.7 名 2017 年 4 月現在） 

※中小企業家同友会は 47 都道府県単位で活動をしており、日本全国では 47000 名（平均従

業員数 22.4 人）が加盟する経営者の組織です。 

 

Ⅲ．中小企業の現状と私たちの取り組み 



 日銀がまとめた 6 月の全国企業短期経済観測調査（短観）によれば、全国の企業の景況感

の改善が大企業製造業だけでなく、非製造業や中小企業にも広がってきたことが鮮明となり

ました。一方で、設備投資は大企業が基幹システム投資や生産設備への投資が堅調で、11.3％

増となる反面、中小企業では 6.1％減少となりました。 

 東京においても、中小企業の業況 DI が 2 年ぶりに▲24 の水準にまで改善1しています。

中小企業家同友会全国協議会が行っている同友会会員調査（DOR ）によると、東京同友会

会員の業況判断はプラス 10.8 ポイントとなり、前回の▲5.4 ポイントから大きく回復2しま

した。また、今後 3 年から 5 年後の事業方針については、58％が拡大と回答するなど、積極

的な経営意欲が生まれています。しかし、設備投資の実施計画については 46.6％が設備投資

を行わず、20.3％が既存設備の改修・定期更新を行う予定と回答しています。また、販売量・

受注量が増加（54％）しているものの、多くの企業で販売単価・受注単価の上昇は弱く（32％）

変わらない（62％）との回答が多くみられています。3 

 都心 4 区（千代田区・中央区・港区・文京区）への人口移動が進んでいるとともに、それ

以外の地域で商圏内の人口減少や高齢化が進んでいます。また、オリンピック・パラリンピ

ック 2020 年東京大会後の景気の落ち込みを懸念する声も多く聞かれ、そのことが中長期の

事業計画を描きにくいものにしています。また、人手不足への対応から人件費は増加（53％）

しており、利益圧迫要因にもなっています。4 

 また、経営者の平均年齢が 2015 年に 66 歳となり、経営者自身の高齢化も進行している

ことから、速やかに事業承継に取り組むことが必要となっています。一方で、小規模事業者

を中心に、経営者自身の年間報酬がその労苦に見合わないことも多く、後継者にとって事業

承継の魅力に乏しいばかりか、債務・保証・担保の承継が伴うことも多く、適切な後継者が

現れずに廃業を選択する事業者も増えています5。 

 小規模事業者の約半数の 47.3％が現在の中小企業施策の情報を入手しておらず、89.8％

が活用したことがないという現状があります。6弊会でも各種セミナーや学習会などを通じ

て周知に取り組んでいるものの、「事業承継ガイドライン」「中小企業の情報セキュリティ対

策ガイドライン」について「知っている」との回答はそれぞれ 23.2％、13.1％7と低い水準

                                                      
1 東京都 「東京都中小企業の景況」 

2 中小企業家同友会全国協議会 同友会景況調査（DOR）2017 年 4 月～6 月 

3 東京中小企業家同友会 会員企業実態調査 2017 年 4 月調査 

4 東京中小企業家同友会 会員企業実態調査 2017 年 4 月調査 

5 中小企業庁 事業承継ガイドライン 

6 H26 中小企業白書 「中小企業・小規模事業者の支援の在り方・今後の政策広報の在り方」 

7 東京中小企業家同友会 会員企業実態調査 2017 年 4 月調査 



です。また、補助金・助成金や利子補給等の画一的な支援施策だけでは事業者にとっては使

い勝手が悪いものとなり、手続きも煩雑であるとの声が多く聞かれます。 

 「共創型企業で未来を拓き、ゆるぎない経済社会を目指そう」を合言葉に、「経営理念が

明確な持続性のある会社」「社会情勢の変化をとらえ自ら変革できる会社」「自社の強みを持

ち、ネットワークを活用できる会社」「経営者と社員がともに成長できる会社」「人間らしく

生きることができる社会インフラとしての中小企業」の 5 点を中小企業の使命とする、「東

京同友会第 8 期中期ビジョン」を策定し、会員企業それぞれが安定した成長を目指すことが

提唱されました。8 

 それらを前提に置きながら、東京の経済を振興し、地域経済と中小企業が健全に発展でき

る環境をつくるためには、都内企業数の 99％、雇用者数の 64％を占める中小企業の奮闘を

後押しいただける、中小企業施策を要望しています。本要望はこうした地域の中小企業が持

続的に発展し、成長していくための環境整備、並びに今直面している課題を取り扱っていま

す。 

  

                                                      
8 東京中小企業家同友会 学習資料 「第八期中期ビジョン 10 年後の我が国の醸成に関する概論的所見と東京同友会

のこれからを考える」 



Ⅳ．要望項目 

１．東京都中小企業・小規模企業基本条例の制定を要望します。 

 私たちは、多くの自治体で産業施策の屋台骨となっている中小企業振興基本条例への理解

を深め、また、条例から生まれた地域の活性化のための具体的な施策について学んできまし

た。地域活性化の取り組みが成果を生み出している地域に共通するのは、一つ目には条例な

どの形で中小企業施策の理念を明らかにしていることです。二つ目には、様々な企画や施策

に対して、いわゆる産業人にとどまらず、教育機関や消費者、報道機関、中小企業支援団体

など、様々な公民が主体的にかかわる場である産業振興会議や円卓会議といった会議体が機

能し、前向きな議論が活発に行われていることです。 

 例えば、墨田区では、墨田区中小企業振興基本条例が制定され、地域特性に合った中小企

業施策を行っています。街の歴史・文化・強みの根底であるものづくりを中心に据えつつ、

墨田区に住み、働き続けることに「誇り」を持つ人々の姿を将来像として掲げています。創

業者や事業承継者に事業に取り組むモチベーションを育成する「フロンティアすみだ塾」や、

モノづくりを通じた地域のブランディングを行う「３M 運動」、新たな成長分野で新たな「コ

ト」を興すものづくり拠点を創出することや、医療・介護、環境・エネルギーなど新分野へ

の参入を促す仕組みを構築していくことに取り組んでいます。 

 また、松山市（愛媛県）では小学校高学年のキャリア教育で使用するワークショップ教材

「未来デザインゲーム」を松山市教育委員会と愛媛県中小企業家同友会が連携して作成しま

した。9これは子供が中小企業で働き・暮らす意味と価値を「理解」し、「体感」し、「考える」

ことによって、子供だけではなく、教員や保護者にも公平で健全な職業観と勤労観を広げる

ことを目的に、松山市中小企業振興円卓会議の場から始まった施策です。地域経済を担う人

材の育成や就業人口の減少に歯止めがかかることが期待されています。 

これらを踏まえ、以下を要望いたします。 

 

１）東京都中小企業・小規模企業基本条例の制定を行うこと（※巻末付録 参照） 

２）円卓会議等の会議体を設置することを条文で定めること 

３）様々な公民が参画する中小企業振興の会議体を設置するよう、都内区市町村に対して働き

かけていくこと 

                                                      
9 日本経済新聞 四国経済面 2016 年 3 月 16 日 「ゲームで仕事に関心を 愛媛中小同友会が教材開発」 



各項目の説明 

※１ 中小企業施策や地域振興には様々な関係者の努力と長い期間をかけて効果が表れてくるものです

が、首長の交代などにより施策方針が変わってしまうことがたびたび起こってきました。これは、施策の

一貫性を欠いてしまうこととなり、また、施策の多面的な評価をする前に振興の芽を摘むことになりか

ねません。そのことから、中小企業施策の大きな方向性や目的を明確にし、多様な協力と連携の輪を広げ

ていくことを「東京都中小企業・小規模企業基本条例」として明文化することを要望いたします。 

※２ 中小企業経営者を含む広範な都民が参加する会議体の設置することを同条例で規定することを提

案いたします。前述のように多様な中小企業・小規模企業が直面している、多岐にわたる経営課題の解決

にあたってはきめの細かい中小企業施策が必要です。また、社会の変化に対応した新たな取り組みも求

められています。これらに対応した施策を企画し、多面的に評価していく場づくりとなる会議体の設置

を要望します。 

※３ 都内の区市町村でこのような理念型条例の制定は 17 区 7 市10にとどまっています。社会構造の変

化と地域の特性を踏まえた中小企業施策をとらえ地域の事業者をはじめとする様々な背景を持つ公民が

知恵を出しあい、連携をしていくことを都内自治体に働き掛けていくことを要望します。 

 

Ⅱ．様々な実施機関が行っている中小企業施策を、利用者にとって身

近でわかりやすく、利用しやすいものとすること。 

 中小企業は事業規模やビジネスモデルが多様であるため、実に様々な経営課題に直面して

います。また、前述のように、中小企業施策が縁遠く、周知されていない現状に加え、実施

機関をまたいだ支援を行う際、それらの連携に課題があるとの中小企業白書の指摘は、事業

者にとって実感を伴うものです。その観点から以下を提案します。 

１）中小企業施策の広報力強化につとめ、施策利用者拡大を一層図ること 

２）国・都・自治体などの中小企業施策に通じた機関をまたいだコンサルテーション機能を一

層強化すること。特に、金融庁が唱導する「事業性評価による融資」を中小企業者がより活用

できるような支援を、窓口を設置するなどして実施すること。 

３）都職員のキャリア研修の一環として、中小企業へのインターンシップや見学体験といった

中小企業の現場を知り交流する機会を増やし、中小企業の課題やニーズを施策に反映させる

こと。またそのような取り組みを他の機関にも広げていくこと 

※１ 墨田区や川崎市など、中小企業振興に注力する自治体では産業担当の職員が中小企業に足を運び、

                                                      
10 理念型条例制定自治体（東京都）一覧 憲章条例推進ハンドブック（中小企業家同友会全国協議会）より作成 



様々な中小企業施策の利用を提案しています。11このような事例なども参考に、施策の利用者拡大を図る

ことを要望します。 

※２ 様々な機関が行っている中小企業施策は多岐にわたり、また複雑なものとなっています。よろず

支援拠点の機能を強化・拡充するとともに、その窓口を広げることを要望します。また、相談者の実情や

事業構想などを引き出し、様々な支援制度に精通したコンサルタント人材を育成する仕組みを整えるこ

とを要望いたします。 

※３ 中小企業の置かれた状況は様々です。様々な中小企業施策を活用して事業の発展や職場環境の整

備を行う上でも、中小企業にかかわる都職員は中小企業のニーズや要望に共感を示し、伴走する姿勢を

養うためには、中小企業の現場に赴き、中小企業の声に耳を傾け、共感を示し、ともに当虚を盛り上げて

いくパートナーとして信頼関係を強めていくことが必要と考えています。また、こういった取り組みを

都内の各自治体にも広げていくことを要望します。 

 

Ⅲ．事業承継を促進するための施策を充実すること 

 都内休廃業・解散数は 2016 年に 29,583 件（商工リサーチ調べ）となり事業所の減少傾向が

続き、経営者の高齢化が進んでいます。このままでは投資意欲・事業継続意欲は低くなり、

今後も事業所数の減少が加速していくことが予想されます。それに伴って、同業者の事業を

承継することや、事業を売却、清算する事例も近年多く見られます。またその際には経営者

の個人保証や担保の設定がついて回ることも大きなハードルとなっています。 

 さらに、後継者への債務の承継にあたって、保証・担保の設定がついて回ることが多く、

また、経営から離れた際にも保証・担保が残るケースが多く聞かれます。借り換え保証など

の制度融資枠は存在しますが、幅広い事例に対応できるとはいいがたく、現行の制度融資で

は補完できないのが現状となっています。このことは、起業家にとってリスクと映るほか、

事業者にとっても再挑戦を妨げるものでもあります。 

 私どもはこの問題に対し、保証担保によらない融資の拡大と事業性の評価、金融仲介機能

の発揮状況などを基準とした第三者による金融機関の評価制度を提唱した金融アセスメン

ト法案制定運動を展開しました。この内容は金融仲介機能のベンチマーク導入にも多く反映

されていることから、その変革の流れを歓迎しています。また、民法（債権法）改正の審議

にあたっては、経営者および第三者による個人保証の撤廃を提言してきました。 

 廃業はサプライチェーンへの影響にとどまらず、雇用の喪失、地域の活力をそぐ一因とな

                                                      
11 藤沢久美著 「なぜ、川崎モデルは成功したのか ～中小企業支援にイノベーションを起こした川崎市役所～」 刊 

実業之日本社 



っています。中小企業施策の大きな柱として、事業の継続と継承を促進する硬軟織り交ぜた、

下記のような抜本的な施策が必要であると考え、要望いたします。 

１）事業承継を行う意欲のある事業者に対し、経営環境の変化への対応と事業の磨き上げを行

うことへの支援を強化すること。当該支援の窓口を設けて告知・普及に力を入れること。※１ 

２）事業者・事業承継予定者に対して、事業承継ガイドラインの周知および活用促進に努める

こと 

３）経営者・起業家に必要な知識の習得や事業計画の策定、リーダシップやプレゼンテーショ

ン能力など経営者の素養を養成する経営者・起業家教育の機会拡充に努めること。この点で、

企業者サイドで相互支援活動を行う中小企業家同友会と連携すること。※３ 

４）「経営者保証に関するガイドライン」に対応した制度融資および対応保証について、中小

企業者・金融機関に対する告知・普及に力を入れること。制度融資および対応保証における上

限額を引き上げるとともに返済期間の延長をはかること。事業承継時に利用できる制度融資・

対応保証制度を拡大・創設して、経営者保証について特に配慮した制度設計とすること。※４ 

５）同ガイドラインについて、より条件の柔軟な適用・運用が可能になるよう国と擦り合わせ

ると共に、それについても告知・普及に力を入れること。※５ 

同ガイドラインの対象外となっている個人保証を弁済する機関の新設を提案・要望すること  

６）信用保証制度における代位弁済求償権の放棄制度について、中小企業者・金融機関に対す

る告知に力を入れ、適用案件数の拡大を図ること。制度適用について保証協会等との調整がつ

かない場合等には調整・仲裁を行う窓口を都の機関として設けること。※６ 

７）実勢価格と乖離した固定資産評価額とこれに基づく固定資産税は経営の負担となり、事業

承継にあたっては大きな障害となる。実勢を反映した固定資産の評価に基づいた固定資産税

の在り方を国へ提案するとともに、中小事業者の担税力に応じた減免制度を拡大すること。※

７ 

 

※１ 国税庁の統計によれば、所得金額は 623 万円、給与所得者の平均は 725 万円である一方、多くの中小企

業経営者（特に小規模事業者）が含まれる事業所得者の事業所得平均は 406 万円となっています12。さらに個

人保証や担保がのしかかってきます。事業後継予定者にとっては、事業承継意欲を持つことができる環境とは

                                                      
12 国税庁 平成 27 年申告所得税標本調査結果より 「事業所得者」とは、各種所得の金額のうち事業所得の金額が他の

各種所得の金額の合計額より大きい者を指す。また、「給与所得者」とは、各種の所得を有するもので事業所得以外のも

ののうち、その他所得者で、利子所得、配当所得、不動産所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得の金

額のいずれよりも給与所得の金額の方が大きい者を指す。 



言いにくいのが現状です。早期からの事業承継計画を策定するとともに、経営環境の変化をとらえ、事業計画

を練り、事業の磨き上げを行うことで、後継者が事業承継意欲を持てる環境をつくることが喫緊の課題となっ

ています。個々の事情に寄り添った支援を要望します。 

※３ 事業を行う上で必要なビジネスモデルの構築、事業計画の策定、知識やノウハウの獲得する機会を拡充

することは、中小企業支援の費用対効果を高めることが期待できます。そのためにも、経営者・起業家・事業

後継者の教育機会を拡充するための施策を要望します。 

また、中小企業家同友会では、企業家における成功例等を共有するなどして中小企業同士による相互支援活動

を積極的に行なっています。行政諸機関や関係諸団体などと連携を深めることでその対象者を拡大し、元気な

中小企業の連帯の輪を広げる活動に取り組んでいます。 

※４～６ 前述の通り、創業、事業を承継するにあたって、経営者の個人保証が大きなリスクとなっています。

また、再チャレンジを行う起業家にとっては保証協会に残る代位弁済求償権が大きなハードルとなっています。

個人保証によらない融資姿勢を推し進めるとともに、経営者保証ガイドラインに基づいた制度融資枠の拡大、

利用条件の緩和を国などへ提案・要望いただきたいと考えています。また、経営と所有が未分離状態にある企

業は、小規模事業者やファミリービジネスと呼ばれる企業群を中心に数多く存在しています。そのような事業

者にとっても事業承継がスムーズに行われるためには、個人保証を解消できるスキームが必要であると考えて

います。 

※７ 都独自の小規模非住宅用地にかかる固定資産税・都市計画税の減免等の軽減措置や、経営強化法に基づ

く経営力向上計画の認定を受けるなどして、中小企業などを対象とした固定資産税の減免制度の利用が弊会の

中でも普及しています。一方で、固定資産評価額と実勢価格には大きな差があります。特に建物については原

価率の違いからその差が大きくなります。納税者にとって実態以上の評価額に基づいて課税額が定められてい

ることに違和感を覚えています。実態価格をもとにした適正な評価額に基づいた固定資産税額の算定をおこな

うべく、その是正を地方税法にかかる関係機関への提案することを要望します。また、中小企業が事業を継続

していくことは地域社会にとっても、公益性の高いものであることから、相続や相続を伴う事業承継にあたっ

て、都独自の減免措置を設けることを提案いたします。 

Ⅳ．中小企業の人材不足への対策を後押しすること 

 中小企業を取り巻く人手不足を補うためには、これまで、戦力外と考えられてきた人々の

人材化・戦力化が不可避です。特に中小企業の人材不足問題においては、中小企業で働くこ

とに関心を持つ若年者層を作り出すことが課題であると考えています。 

 東京同友会では、個別企業の課題に対して、経営指針成文化運動を通じて、社内制度、評

価基準の明文化と運用、社員のキャリアパスや目標を提示し、必要な教育（共育）を行い、

労使の信頼関係のもと、共に育ちあう関係の構築を目指し、従業員の企業経営への参画意欲

を高め、能力を発揮することを行ってきました。 

 そのほか、大学など教育機関との連携強化を図り、講師派遣や学内説明会などの開催を行

ってきました。また、「若年」と定義される就労困難者など、これまで労働市場の外の存在



であった人々の戦力化の一環には、中小企業側でも個性を尊重した多様な働き方を提示する

ことが不可欠であると考えています。これらの立場から、以下を要望いたします。 

 

１）多様な働き方を実現し、労働時間の短縮と生産性向上を果たすうえで不可欠な ICT の導

入に対して、推進事例の紹介や見学会・研修等の実施を積極的に後押しし、企業のワーク・ラ

イフ・バランスに関連する制度・施策の定着と拡充を支援すること。 

2）中小企業へのインターン制度を都立高校・大学等に導入し、若い働き手が中小企業に接す

る機会を拡大すること。 

３）私学補助はじめ教育制度の改革に当たっては中小企業の重要性、そこで働くことの意義な

どの学習機会を拡大すること。また中小企業団体と教育機関との連携強化を図ること。 

４）定期任用者を中心に都や区の有為な職員が退職して職探しを行う場合に、中小企業との繋

がりを持てる制度を設け、仲介機関を設置すること。 

５）安心して親や子供を預けられる環境の一層の整備を図ること。 

６）中小企業と大企業との賃金格差の是正に向けた中小企業の自助努力を促進する上からも

最低賃金の引き上げを促進すること。また、これに対応できない事業者とそこで働く人にはセ

ーフティーネットの整備強化をはかること。 

７）「ワイズ・スペンディング（賢い支出）」の観点から行われた入札契約制度改革において、

大型工事における混合入札の撤廃は、地域の中小建設業の大型工事への参入を妨げ、地域建設

業の活性化と育成機会を損なう恐れがあることから見直しを行うこと。また、建設事業者の適

正な利益を確保し、建設労働者の処遇改善と担い手の育成の原資となる適正な利益を確保す

る観点から、中小建設業が行う入札工事においては最低制限価格制度を続け、ダンピング入札

の排除につとめること。 

８）ニート・ひきこもりの就労希望の若者の就労体験等のネットワーク拡充を進めるため、関

係機関の調整を図り、受け入れ企業等が法令順守できる体制を構築し、中小企業にとっても参

加しやすい支援スキームの創設すること。また、このような若者に対して、困窮者自立支援法

等の各種公的な制度や社会適応訓練事業等の対象者範囲を、広げるなど有効に活用して、受け

入れ先の企業・団体等が公的なサポートを利用できるよう努めること。 

※１ すべての社員が働きやすい職場を作り出すことは、育児や介護その他さまざまな理由から離職す

ることなく働き続けられる雇用環境の整備は、人材不足の解消にくわえ、よりイノベイティブな仕事に

時間を割くことが期待できます。しかし、実際にはここ 3 年間で ICT( 情報通信技術)を活用増減した企



業のうち「総実労働時間が変わらない」と回答した企業が 72.3％にも上っており、ICT の導入が働き方

改革に寄与しきれていないことが指摘されています。また、柔軟で効率的な働き方についてのギャップ

も指摘されています。「正社員の働き方を多様化・柔軟化することに対する賛否」では、正社員の過半数

となる 59.2％が賛成と回答したのに対し、企業側の賛成は 41.6％にとどまっています13。ＩＣＴの導入

に加え、その運用を丁寧に支援するきめ細かい取り組みが必要であると考えます。 

※2～３ 中小企業で働くことが、社会参加と自己実現の可能性を切り開くものということを早期から体

感していることが、10 年後 20 年後に東京の産業を支える、生きる力を持った人材へと成長することが

期待されています。前述した松山市の取り組みもその好事例となっています。 

※４ 一定のキャリアを積み、事情に精通した人材は、社内の革新を図るうえでもまた加速させるうえ

でも欠かせない人材となっています。そのような人材と中小企業のマッチングの場を創出することを提

案いたします。 

※５ 育児介護を理由に離職することなく働き続ける雇用環境の整備には、働きやすい職場づくりとと

もに、安心して子供や親を預けられる安全な環境が大切です。これらの施設に対す巡回指導体制を充実

させ、各施設との信頼関係を築くとともに、区市町村との連携体制の構築を急ぐことや、施設職員の研修

体制を強化していくことを提案します。 

※８ ニート・ひきこもりの就労希望の若者の職場体験実習の重要性については、昨今，社会の注目が集

まりつつあります。我々中小企業においても職場体験実習を受け入れ、その支援ネットワークに積極的

にかかわり、ニート・ひきこもりの就労希望の若者が１人でも多く自分に合った仕事にたどりつき、結果

として，雇用の創出につながり人材不足の解消の一助になればと考えています。ニート・ひきこもりの若

者のうち，働きたいと希望する方々が実際に就労にこぎつけるまでには、一般の求職者とは別の職場体

験実習・相談体制・実習にかかる費用など物心両面からの支援の一層の強化が必要です。他方、職場体験

実習において、実習対象の若者と受入先の企業や団体等との関係について、労働法等法律上の問題が関

係してくる事態が想定されます。このような事態に対して，行政には、ニート・ひきこもりの就労希望の

職場体験実習の際に問題となり得る法的課題を調査し、受入れ企業が法令順守できる体制の確立が急が

れます。 

  

                                                      

13いずれも、「労働時間管理と効率的な働き方に関する調査（企業調査）2016 年 3 月（独立行政法人労働政策研究・研修

機構）」 出典「Ｗomen Ｗill 働き方改革推進ガイド」 グーグル合同会社 編集・発行  



資料 

理念型条例制定自治体（都道府県）一覧 

 

2002 年 「埼玉県中小企業振興基本条例」 

2004 年 「茨城県産業活性化推進条例」 

2005 年 「三重県地域産業振興条例」 

2006 年 「福島県中小企業振興基本条例」 

2007 年 「千葉県中小企業の振興に関する条例」、「熊本県中小企業振興基本条例」、「北海道経済構

造の転換を図るための企業立地の促進及び中小企業の競争力の強化に関する条例」、「青森県中小企

業振興基本条例」、「京都府中小企業応援条例」 

2008 年 「奈良県中小企業振興基本条例」、「徳島県経済飛躍のための中小企業の振興に関する条例」、

「沖縄県中小企業の振興に関する条例」、「神奈川県中小企業活性化推進条例」、「山口県ふるさと産

業振興条例」 

2009 年 「福井県中小企業振興条例」 

2010 年 「大阪府中小企業振興基本条例」 

2011 年 「岡山県中小企業振興条例」、「群馬県中小企業憲章」 

2012 年 「香川県中小企業振興条例」、「富山県中小企業の振興と人材の育成等に関する基本条例」、

「中小企業の振興に関するかごしま県民条例」、「愛知県中小企業振興基本条例」、「ふるさと愛媛の

中小企業振興条例」、「山形県中小企業振興条例」、「滋賀県中小企業の活性化の推進に関する条例」、

「鳥取県産業振興条例」 

2013 年 「大分県中小企業活性化条例」、「宮崎県中小企業振興条例」、「和歌山県中小企業振興条例」 

2014 年 「長野県中小企業振興条例」、「秋田県中小企業振興条例」、「三重県中小企業・小規模企業

振興条例」 

2015 年 「ふるさと石川の地場産業を担い地域経済を支える中小企業の振興に関する条例」、「長崎

県中小企業・小規模企業の振興に関する条例」、「岩手県中小企業振興条例」、「新潟県小規模企業の

振興に関する基本条例」、「宮城県中小企業・小規模企業の振興に関する条例」、「福岡県中小企業振

興条例」、「兵庫県中小企業の振興に関する条例」、「島根県中小企業・小規模企業振興条例」、「栃木県

中小企業・小規模企業の振興に関する条例」 

2016 年 「山梨県中小企業・小規模企業振興条例」、「北海道小規模企業振興条例」、「岐阜県中小企

業・小規模企業振興条例」、「群馬県小規模企業振興条例」、「静岡県中小企業・小規模企業振興基本条

例」 

2017 年 「奈良県小規模企業振興基本条例」 
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⅔╟┘ ╩ ⅎ⁸ ⌐⅔™≡ ⌂ ╩ √⇔≡™╢≤™℮ ─ ⌐ ╦╣⌂↑

╣┌⌂╠⌂™⁹ 

ה  ─ │⁸ ה ─ ─√╘─ ─╖⌂╠∏⁸

─ ⅜ ⌐ ⌂ ⌐ ⇔⁸ ─ ─ ⌂ ─√╘─ ─

╩ ╕ⅎ≡ ╦╣⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹ 

ה  ─ │⁸ ⁸ ⁸ ⁸ ה ⁸ ה

⁸ ⁸ ⁸ ⅔╟┘ ─ ≢ ⌐ ⇔⁸ ╩ ≡ ╦╣⌂↑╣

┌⌂╠⌂™⁹ 

ה ⌐ ∆╢ │⁸ ה ה ה ה ה ה ⌂≥

─ ╛ ─ ╩ ╢↓≤╩ ≤⇔≡ ╦╣⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹ 

─  

 │⁸ ⌐ ∆╢ ⌐ ≠⅝⁸ ה ⌐ ∆╢ ╩ ⌐

⇔⁸ ה ∆╢ ╩ ∆╢⁹ 

 │⁸ ה ⌐ ∆╢ ─ ה ⌐ √∫≡│⁸ ⁸ ⁸ ה

⁸ ⁸ ⁸ ⅔╟┘ ≤ ╩ ╠⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹ 

 │⁸ ⌐⅔↑╢ ה ─ ⌐≈™≡⁸ ─ ╩ ╘╢╟℮

╘⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹ 

 │ ⌐ ∫≡₈ ₉╩ ↑⁸ ╩ ⇔⁸ ⇔⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹ 

≤ ≤─  

 │⁸ ה ⌐ ∆╢ ─ ה ⌐ √∫≡│⁸ ⌐ ⇔≡

⌂ ╩ ╘╢≤≤╙⌐⁸ ⅜ ℮ ה ─ ⌐ ⇔ ⌂ ╩ ℮╙

─≤∆╢⁹  



ה ─  

ה  │⁸ ─ ⌐ ∆╢√╘⁸ ⌐ ╩ ╡⌂⅜

╠ ⇔⁸ ⅛≈ ⌐ ─ ⅔╟┘ ─ ─ ⌐ ╘╢╙─≤∆╢⁹ 

ה  │⁸ ╠⅜ ⌐⅔™≡ ⌂ ╩ √⇔≡™╢ ≢№╢≤™℮

─ ⁸ ─ ⅔╟┘ ⌐ ╘╢≤≤╙⌐⁸ ─ ╩ ∂≡ ⅔╟┘

─ ⌐ ∆╢╟℮ ╘╢╙─≤∆╢⁹ 

ה  │⁸ ─ ≤≤╙⌐⁸ ─ ה

⅜ ה ה ∆╢ ╕√│ ∆╢ ╩☻ⱦכ◘ה ⅛≈ ⌐ ⇔⁸

ה ─ ─ ⌐ ╘╢╙─≤∆╢⁹ 

ה ─  

ה  │⁸ ⅜ ℮ ה ⌐ ∆╢ ⌐ ⇔⌂↑╣

┌⌂╠⌂™⁹ 

ה  │⁸ ה ⌐ ∆╢ ─ ⌐ ⇔ ⌂ ╩

√∆═⅝ ≢№╢≤™℮ ─ ⁸ ה ⌐ ⇔⁸ ─ ה

≤ ⇔≡ ⌐╟╢ ⌂ ╩ ⌐ ⇔⌂↑╣┌⌂╠⌂™⁹ 

ה  │⁸ ─ ⌐╟╡ ∆╢ ה

─ ─ ⌐ ⌂ ╩ ℮√╘⁸ ╠─ ⅔╟┘ ─ ⌐ ╘⌂↑╣

┌⌂╠⌂™⁹ 

─  

 │⁸ ה ≤≤╙⌐ ╩ ∆╢ ⌐≈™≡ ╩ ╘⁸

ה ≤ ⅔╟┘ ⇔≡ ╩ ℮╟℮ ╘╢╙─≤∆╢⁹ 

─  

 │⁸ ה ─ ─ ⌐ ╢ ∕─ ─ ─√╘

─ ╩ ℮↓≤⌐╟╡⁸ ה ─ ≤ ⌐ ∆╢╟℮ ╘╢╙─≤

∆╢⁹ 

 │⁸ ─ⱬfi♅ⱴכ◒─ ╩ ⌐ ™⁸ ⌐ ה ⌐

∆╢↓≤⌂ↄ⁸ ה ─ ╛ ⌂≥╩ ⌐ ⇔⁸ ╛

╩ ∂≡⁸ ה ─ ╩ ∆╢╙─≤∆╢⁹ 

─  

 │⁸ ╩ ∂≡⁸ ה ⌐⅔↑╢ ⅔╟┘ ה

⌐ ╢ ⌐ ∆╢ ─ ∕─ ─ ה ─ ⌐ ⇔⁸ ⌂

⅔╟┘ ╩ ℮╟℮ ╘╢╙─≤∆╢⁹ 

⁸ ─ ─  

 ⅔╟┘ │⁸ ╕√│ ─ ⅔╟┘ ╩ ∆╢√╘⁸ ⁸

╕√│ ╩ ∂≡⁸ ↄ↓≤─ ⅜ ≢⅝╢ ╛ ─ ⌐ ╘╢╙

─≤∆╢⁹ 

 ⅔╟┘ │⁸ ⅔╟┘ PTA─ ה ⌐ ∆╢ ╩ ╘╢≤≤╙⌐⁸

╩ ℮ ⌐ ╘╢╙─≤∆╢⁹ 



ה  │⁸ ⌐ ╘╢ ─ ─√╘⁸ ⅔╟┘ ≤─ ⌂ ה

╩ ℮╟℮ ╘╢╙─≤∆╢⁹ 

─  

 │⁸ ⌐⅔↑╢ ה ─ ⌐≈™≡ ╩ ╘⁸ ⌂≥⅜

℮ ה ─ ⌐ ⇔⁸ ⌂ ⅔╟┘ ╩ ℮╟℮ ╘╢╙─≤∆╢⁹ 

  

 

⌐ ∆╢  

 │⁸ ה ⌐ ∆╢ ─ ⌂ ╩ ╢√╘⁸ ה

─ ⌐ ∆╢ ╩ ⇔⁸ ∆╢╙─≤∆╢⁹ 

─  

 │⁸ ה ⌐ ∆╢ ─ ⌐ √∫≡│⁸∕─ ╩ ⌐

∆╢√╘⁸ ⁸ ה ⅔╟┘ ה ⅜ ∆╢ ─ ⁸∕─

─ ⌐╟╡⁸ ה ⅔╟┘ ה ─ ╩ ↄ╙─≤∆╢⁹ 

─  

 │⁸ ה ⌐ ∆╢ ─ ⌐ √∫≡ ⌂ ╩ ⅔╟┘

∆╢√╘⁸ ה ⁸ ה ⁸ ⁸ ⁸

⁸ ⌂≥ ⌂ ⌐╟╢ ╕√│ ╩ ∆╢╙─≤∆╢⁹ 

 ╕√│ ─ ⌐ ⇔≡ ⌂ │ ⌐ ╘╢╙─≤∆╢⁹ 

─ ─  

 │⁸ ─ ⌐ ⇔√ ה ─ ╩ ∆╢√

╘⁸ ⌂ ╩ ∏╢╙─≤∆╢⁹ 

ה  

 │⁸ ⌂ ה ─ ה ╩ ⅔╟┘ ∆╢√╘⁸ ⌂

╩ ∏╢╙─≤∆╢⁹╕√⁸ ה ⅜ ⁸ ⁸ ≡⁸  ⁸ ╛

◄Ⱡꜟ◑כ⌂≥─ ⌐⅔™≡ ⌂ ⅜ ≢⅝╢╟℮ ╡ ╗⁹ 

ה   

│⁸ ה ⌐⅔™≡ ⅜ ⌂ ╕√│ ⌐╟╢ ⌐

⅜ ┬ ⁸ ⌐ ≢ ⌂ ╩∆╢√╘⁸ ⌂ ╩ ∏╢╙─≤∆╢⁹ 

╕√ ⁸ ⌐ ∫√ ה ה ≢№∫≡╙⁸ ─ ה ◘ה

≤⌂☻ⱦכ ╩ ∆╢ ⁸ ⌐ ⅜ ≢⅝╢╟℮⁸ ⌂ ╩ ∏╢╙─≤∆╢ 

─  

 │⁸ ה ─ ⌐ ⌂ ⅜ ⌐ ↕╣╢╟℮⁸ ⌂

╩ ∏╢╙─≤∆╢⁹ 

⌐ ⌂ ─  

 │⁸ ה ⌐ ⇔≡⁸ ─ ─√╘⌐ ⌂ √⌂ ⁸ √⌂◘

☻ⱦכ ⌐ ∆╢ ─ ╩ ∆╢√╘⁸ ⌂ ╩ ∏╢╙─≤∆╢⁹ 

─  



 │⁸ ⌐╟╡ ⅜ ∆╢⅔∕╣⅜№╢↓≤╩ ╕ⅎ⁸ ה

─ ⌂ ╩ ∆╢√╘⁸ ⌂ ╩ ∏╢╙─≤∆╢⁹ 

─ ─  

 │⁸ ⌂ ⌐ ∂√ √⌂ ─ ─ ╩ ⇔≡ ℮ ה

─ ╩ ∆╢√╘⁸ ⌂ ╩ ∏╢╙─≤∆╢⁹ 

 

─ ─  

 │⁸ ⅜ ℮ ─ ⁸ ⅔╟┘ ─ ⌐ ⇔≡⁸ ─ ה

⅜ ─ ─√╘⁸ ⌐ ≢⅝╢╟℮⁸ ⌂ ╩ ∏╢╙─≤∆╢⁹ 

⌂ ─  

 │⁸ ה ⌐ ⇔≡⁸ ⌐╟╢ ⌂ ─ ⁸ ⌂

─ ⁸⅔╟┘ ⌂ ─√╘─ ╩ ∆╢√╘⁸ ⌂ ╩ ∏╢╙─

≤∆╢⁹ 

 

 │⁸ ה ─ ☻ⱦכ◘⁸ ─ ⌐ ∆╢ ⅔╟┘

⌐╟╢ ⌂╠┘⌐∕─ ─ ⅔╟┘ ╩ ∆╢√╘⁸ ⌂ ╩ ∏╢╙─

≤∆╢⁹ 

⅔╟┘ ─  

 │⁸ ─ ╩ ╕ⅎ⁸ ה ─ ╩ ℮ ─

⅔╟┘ ╩ ∆╢√╘⁸ ⌂ ╩ ∏╢╙─≤∆╢⁹ 

─  

 │⁸ ה ⌐ ⇔≡⁸ ⇔≡ ה ╕√│ ⅜≢⅝╢

─ ⁸ ⁸ ⁸ ⅜™ ⌂≥─ ╩ ∆╢√╘⁸

⌂ ╩ ∏╢╙─≤∆╢⁹ 

ה ─  

 │⁸ ה ─ ╕√│ №╢ ⅔╟┘ ╩ ∆╢√╘─

╩ ∆╢√╘⁸ ⌂ ╩ ∏╢╙─≤∆╢⁹╕√⁸ ─ ⅔╟┘ ─

╛ ╩ ╢√╘⁸ ⌂ ╩ ∏╢╙─≤∆╢⁹ 

─  

 │⁸ ─ ∕─ ─ ה ─ ⌂ ─√╘─ ╩

∆╢√╘⁸ ⌂ ╩ ∏╢╙─≤∆╢⁹ 

─ ─  

 │⁸ ╩ ⇔⁸ ─ ╩ ∆╢√╘⁸ ⌂ ╩ ∏╢╙─≤

∆╢⁹ 

⌐⅔↑╢ ─  

 │⁸ ⅜ ⇔√ ⌐⅔™≡⁸ ה ⅜ ╛⅛⌐ ╩ ⇔⁸

╕√│ ╩ ∆╢√╘─ ╩ ∆╢√╘⁸ ⌂ ╩ ∏╢╙─≤∆╢⁹ 

─ ⌐ ∂√  



 │⁸ ⅜∕─ ⌐ ∂√ ⌂ ╩ ╢√╘⁸ ⌂ ╩ ∏╢╙─

≤∆╢⁹ 

 │⁸ ה ─ כ◙▬Ᵽ♪▪ה ⌐╟╢ ─ ⌐ ∂

√⅝╘ ⅛⌂ ⅜ ↕╣╢╟℮⁸ ⌂ ╩ ∏╢╙─≤∆╢⁹ 

ה ─ ⅔╟┘ ─  

 │⁸ ה ⅜ ה ─ ─ ⌐ ⇔

⌂ ╩ √∆═⅝ ≢№╢↓≤╩ ╕ⅎ⁸ ה ─ ⅔╟┘ ה

─ ╩ ∆╢√╘⁸ ⌂ ╩ ∏╢╙─≤∆╢⁹ 

⌐ ╢ ─ ─  

 │⁸ ─ ⌐╟╡ ≢ √⌂ ╩ ℮↓≤⅜ ⌂ ה

⅜№╢↓≤⌐ ╖⁸ ⌐ ╢ ─ ╩ ∆╢√╘⁸ ⌂ ╩ ∏╢╙─≤∆

╢⁹ 

─  

 │⁸ ה ⌐ ∆╢ ╩ ∆╢√╘⁸ ⌂ ─ ╩ ∏╢

╙─≤∆╢⁹  

─ ≤ ─  

 │⁸ ⁸ ה ⌐ ∆╢ ─ ╛ ⌐ ⇔≡⁸↓─

⌐ ╘╢ ╕√│ ⅔╟┘ ⌐ ∆╢╙─≤∆╢⁹ 

 

 ↓─ │⁸    ⅛╠ ∆╢⁹ 

  



資料 

理念型条例制定自治体 一覧 

 

※いずれも中小企業家同友会全国協議会 憲章条例推進ハンドブックより作成 


